
 

指定居宅介護支援事業所における 

「特定事業所集中減算」の取扱いについて 

 

１ 制度の主旨 

指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サ－ビス事業者に不当に

偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。（基準省令第１条第

３項） 

当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するた

めに、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。 

 

２「特定事業所集中減算」について 

  正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所等において、前６月間（判定期間）に作成した

居宅サ－ビス計画に位置付けられた訪問介護サ－ビス等の提供総数のうち、同一の事業者（法人）

によって提供されたものの占める割合が１００分の８０を超えた場合、減算適用期間に係る全利

用者について「１月に２００単位を減算」します。 

 （注）訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護を指します。 

 

３ 判定期間、市への報告期限、減算適用期間について 

  毎年度２回すべての居宅介護支援事業所において、次の手順に従って判定を行う必要がありま

す。判定の結果８０％を超えた場合は市への報告が必要です。 

 判定期間 市への報告期限※ 減算適用期間 

前期 ３月１日から８月末日 ９月１６日まで １０月１日から３月３１日まで 

後期 ９月１日から２月末日 ３月１６日まで ４月１日から９月３０日まで 

  ※原則１５日が〆切ですが、土日祝日に該当する場合は、翌開庁日を提出日とします。 

   後期は３月 1６日（月）までに提出。 

 

 （報告書の提出先） 

    南アルプス市役所 保健福祉部介護福祉課（事業所指導担当） 

    〒400-0395 南アルプス市小笠原３７６  ℡２８２－６１７９ 

 



 

４ 判定の順序について 

  ① 別添様式「計算書（算定根拠書類）」により、判定期間に係わる居宅サ－ビス計画につい

て、各サ－ビスの紹介率最高法人及び紹介率判定を行います。（計算書は事業所で独自に

作成したものでも可）。 

  ② ①の計算書の結果を基に別添様式「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成します。 

  ③ 訪問介護サ－ビス等のうち１つでも算定結果が８０％を越えた場合は、「正当な理由の範

囲」を記載の上、「特定事業所集中減算算定結果報告書」及び「計算書」とともに市へ提出

してください。 

    なお、すべての事業所において、算定結果にかかわらず「特定事業所集中減算算定結果報

告書」及び「計算書」を作成し、当該書類は、判定期間後の減算適用期間が完結してから 

    ５年間保存しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添様式 

「特定事業所集中減算算定結果報告書」 

「計算書」 

を作成 

訪問介護サ－ビス等のサ－ビスのうち算定

結果が 80％を超えているか？ 

「特定事業所集中減算算定結果報告書」 

「計算書」 

「正当な理由の範囲」 

を市に提出（控えは事業所で保存） 

「特定事業所集中減算算定結果報告書」 

「計算書」 

を事業所で５年間保存 

市で特定事業所集中減算適用とするか審査 

減算適用とする旨の通知 

半年間減算して請求 

はい いいえ 

減算適用 減算適用なし 

減算適用としない旨の通知 



５ 減算の対象とならない「正当な理由」について 

 

 南アルプス市における「正当な理由」は、別紙〔正当な理由の範囲〕のとおりです。 

 ただし、各事業所において理由を記載した場合であっても、南アルプス市長が当該理由を不適当

と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。 

 また、提出された資料の内容によっては、資料の追加提出することや、個別のヒアリング等を実

施する場合があります。 

 

６ その他注意事項 

1. 「正当な理由」の要件を形式的に満たしている場合や、算定結果が８０％を超えない場合であ

っても、利用者に対して特定の居宅サ－ビス事業者によるサ－ビスを利用させることの対償と

して、当該居宅サ－ビス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受したとき、その他の自

己の利益を図るために基準に違反したときや「特定事業所集中減算」の判定の内容に不正や虚

偽があった場合等には、指定を取り消すこともありますので、適正な運営をお願いします。 

 また、特定事業所集中減算の適用を免れるため、利用者の意向に関係なく、サ－ビス事業所

や居宅介護支援事業所を交互に変更するなど、運営基準に違反することのないようお願いしま

す。 

 

2. 減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提

出が必要です。 

 

 

 


